
※裏面もご確認ください 

平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス 

開発支援補助金」の公募について 

 平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募を以下のとおり開

始されました。 

１．事業概要 

 国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資す

る革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備

投資等の一部を支援します。 

２．対象要件  

  認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり下記の要

件のいずれかに取り組むものであること。 

 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサー

ビスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で「付加価値額」年率さ３％及び「経常

利益」年率１％の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特

定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向

上させる計画であること。 

３．公募期間 

 ・ 受付開始：平成２８年１１月１４日（月） 

 ・ 締   切：平成２９年 １月１７日（火）〔当日消印有効〕 

 

※ 応募申請は補助事業の主たる実施場所に存在する都道府県地域事務局へ応募申請書類を

ご郵送いただくか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請 

（平成２９年１月４日（水）開始予定）にてお願いいたします。 

 

本事業の事業実施期間は、交付決定日から平成２９年１２月２９日（金）まで（小規模型の場合は、

平成２９年１１月３０日（木）まで）になります。この期間において、発注、納入、検収、支払等

のすべての事業手続きが完了できる予定の方が応募申請対象となります（事業実施期間の延長はあ

りません） 

 



※裏面もご確認ください 

４．補助対象事業及び補助率等 

本事業では、【革新的サービス】【ものづくり技術】の２つの対象類型注１があります。また、それ

ぞれについて、「第四次産業革命型」「一般型」「小規模型（設備投資のみ、試作開発等）」の事

業類型があります。補助率は、補助対象経費の３分の２以内となります。注１．業種の如何を問わず、【革新

的サービス】、【ものづくり技術】のどちらでも応募申請が可能です。 

対象類型 

事業類型   注2 
【革新的サービス】 【ものづくり技術】 

第四次 

産業革命型 

補助上限額 ３，０００万円 

補助率：２／３以内 

設備投資注３：必要 

補助対象経費注4：機械装置費、技術導入費、専門家経費・運搬費 

一般型 

補助上限額 １，０００万円 

補助率：２／３以内 

設備投資注３：必要 

補助対象経費注4：機械装置費、技術導入費、専門家経費・運搬費 
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小規模型 
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補助上限額 ５００万円 

補助率：２／３以内 

設備投資注３：必要 

補助対象経費注4： 

機械装置費、技術導入費、専門家経費・運搬費 

 

試作開発等 

 

 

 

 

補助上限額 ５００万円 

補助率：２／３以内 

設備投資注３：可能（必須ではない） 

補助対象経費注4： 

機械装置費、技術導入費、専門家経費・運搬費、 

原材料費、外注加工費、委託費、知的財産権等 

関連経費、クラウド利用費 

注２．採択後の対象類型間、事業類型間、また、小規模型における「設備投資のみ」と「試作開発等」の相互の変更はで

きませんのでご注意ください（事業計画書（２）事業内容 ４．事業類型の内容 で選択した類型は変更できません）。 

注３．設備投資とは専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具（測定工具・検査工具、電子計算機、デジ

タル複合機等）及び専用ソフトウエアの取得のための経費のうち、補助対象経費で単価５０万円（税抜き）以上を計上す

る場合を指します。「第四次産業革命型」「一般型」「小規模型（設備投資のみ）」については、設備投資が必要です。 

注４．設置場所の整備工事や基礎工事については、補助対象経費として認めておりません。また、「第四次産業革命型」

「一般型」は、「機械装置費」以外の経費については、総額で５００万円（税抜き）までを補助上限額とします（「小規

模型（設備投資のみ）」で補助上限額を増額した場合を含む） 

 

その他 申請及び事業に関するお問い合わせは下記商工会までお問い合わせください。 

西秩父商工会 ☎ ０４９４－７５－１３８１ ＦＡＸ ０４９４－７５－１３８２ 


